
公益財団法人全日本柔道連盟 法人の概況 

2020 年 3 月 16 日現在 

１．沿革 

創立            昭和 24年 5月 6日 

法人格取得         昭和 63年 6月 8日 

日本体育協会加盟      昭和 24年 10月 26日 

国際柔道連盟加盟      昭和 27年 12月 9日 

アジア柔道連盟加盟     昭和 31年 5月 2日 

日本オリンピック委員会加盟 平成元年 8月 7日 

公益財団法人へ移行     平成 24年 4月 1日 

 

２．目的 

 

 

 

 

 

３．事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

４．会員の状況（2020 年 3 月 16日現在） 

区分 令和元年度 平成 30年度末 増減 

チーム数 8,325 8,568 −243 

指導者・役員 21,654 29,451 −7,797 

社会人 25,853 18,773 7,080 

大学生 11,227 12,045 −818 

高校生 20,232 21,638 −1,406 

中学生 29,149 30,997 −1,848 

小学生 33,730 34,863 −1,133 

未就学児 1,680 1,502 178 

休会員 24 32 −8 

登録者計 143,549 149,301 −5,752 

 

５．主たる事務所、従たる事務所の状況 

  主たる事務所 東京都文京区春日 1丁目 16番 30号 講道館本館 5階 

  従たる事務所 無し 

この法人は、わが国における柔道競技界を統轄し代表する団体として、嘉納治

五郎師範によって創設された柔道（以下、単に「柔道」という。）の普及および

振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 

（１）柔道に関する競技者および指導者の育成 

（２）柔道に関する競技会および講習会の開催 

（３）柔道用具の公認および検定 

（４）柔道に関する国際交流および国際貢献 

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
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６．役員等に関する事項（2020 年 3 月 16日現在） 

役職 選出区分 氏名 常勤・非常勤の別 年齢 

代表理事（会長） 理事会推薦 山下 泰裕 非常勤 62 

理事(副会長） 近畿 藤木 崇博 非常勤 69 

理事(副会長） 理事会推薦 野瀬 清喜 非常勤 67 

理事(副会長）※ 理事会推薦 石井 淳子 非常勤 62 

理事(副会長）※ 理事会推薦 中村 真一 非常勤 61 

業務執行理事（専務理事）※ 理事会推薦 中里 壮也 常勤 62 

理事（常務理事）※ 理事会推薦 寺𦚰 一峰 非常勤 65 

理事（常務理事） 東京 松井 勲 非常勤 63 

理事（常務理事） 理事会推薦 西田 孝宏 非常勤 62 

理事（常務理事） 理事会推薦 細川 伸二 非常勤 60 

理事（常務理事） 理事会推薦 北田 典子 非常勤 53 

理事（常務理事） 理事会推薦 金野 潤 非常勤 52 

理事 北海道 平間 忠幸 非常勤 62 

理事 東北 黒田 一彦 非常勤 60 

理事 関東 中島 政司 非常勤 67 

理事 北信越 木内 義雄 非常勤 67 

理事 四国 河野 賢嗣 非常勤 65 

理事 九州 久野 裕久 非常勤 59 

理事 実柔連 岡泉 茂 非常勤 51 

理事 学柔連 冲永 佳史 非常勤 46 

理事 高体連 髙澤 雅宏 非常勤 56 

理事 中体連 髙橋 健司 非常勤 60 

理事※ 理事会推薦 火箱 芳文 非常勤 68 

理事※ 理事会推薦 大作 晃弘 非常勤 63 

理事 理事会推薦 大迫 明伸 非常勤 59 

理事※ 理事会推薦 小野山修平 非常勤 58 

理事 理事会推薦 田辺 陽子 非常勤 54 

理事※ 理事会推薦 天野 玲子 非常勤 66 

監事   金子 正志 非常勤 65 

監事   根本 博史 非常勤 63 

監事   田島 優子 非常勤 67 

  ※は、スポーツ団体ガバナンスコードで定義する外部理事を指す 

 



 

７．職員に関する事項（2020 年 3 月 16 日現在） 

職員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

男性 22 ±0 45.0歳 6.9年 

女性 20 ＋1 39.6歳 5.3年 

合計又は平均 42 ＋1 42.4歳 6.2年 

 

８．許認可に関する事項 

  変更なし 

 

９．平成 30年度決算概況 

 （1）決算概況について 

   ①当法人は、平成 24年 4月 1日（移行登記日）より「公益財団法人」に移行

した。 

    適用する公益法人会計基準については、平成 24年度から公益法人会計基準

［平成 20年 4月 11日 平成 21年 10月 16日改正 内閣府公益認定等委員

会］を採用している。 

   ②正味財産増減は、当年度の経常収益は 1,438 百万円で、経常費用は 1,368

百万円となり、当期経常増加額は 71百万円となった。 

    その結果、当期一般正味財産増加額は 71百万円となり、一般正味財産期首

残高 1,381 百万円と合計して、一般正味財産期末残高は 1,451 百万円とな

る。（百万円未満を四捨五入） 

 

 （2）過去 3年度における正味財産推移は次の通りである。 

（単位：円） 

 平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

Ⅰ 資産合計 2,280,795,358 2,212,867,849 1,765,759,921 

Ⅱ 負債合計 822,351,322 824,045,264 465,114,105 

Ⅲ 正味財産合計 1,458,444,036 1,388,822,585 1,300,645,816 

 

以上 

 




